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改正建設業法セミナー＆行政書士による無料相談会を開催
～平成２８年６月１日施行 改正建設業法について～

～行政書士は建設業許可申請を代行できる唯一の国家資格者です～
大阪府行政書士会では、改正建設業法が施行され約３ヶ月経った現在、建設業に携わる様々な方々（建設業経営者様・技術者様等）を対象に、許可行政庁担当職員の方による現状及び注意点についてのセミナーと、建設業許可専門の行政書士による個別無料相談会を開催します。
○４４年ぶりに、「解体工事業」が新設されました。
○経営業務管理責任者の要件が緩和されました。
○建設業法上の技術者配置に係る金額要件が緩和されました。
建設工事の適正な施行とその担い手確保を実現するため、平成２６年６月に公布されていた改正建設業法が、平成２８年６月１日に施行されました。
建設業に携わる様々な立場の方々に、現況を正しく理解して頂き、今後の建設業界の発展やコンプライアンスをサポートします。
貴社媒体を通じて、多くの方々に事前周知・取材していただけますよう、よろしくお願いいたします。
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　許可行政庁担当職員によるセミナー
② 
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　行政書士による無料相談会
場　　所：
 
大阪府行政書士会館　
対　　象：
 
建設業
経営者様、技術者様等、建設業に携わる様々な方
相 談 料：
 
無料（予約不要
）
特　　色：
 
許可行政庁担当職員の方に、建設業許可の現状をお話しいただき、
建設業許可申請関係に長けた行政書士が個別相談に対応します。
― 当日参加された方にはエコバックをプレゼント！ ―
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